
 

 

１ 日本医学図書館協会の現状 

１．１ 組織 
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  総 会  法が規定する社員総会として通常総会及び臨時総会があり、構成員をもって構 

       成する。（定款 第２４～２６条） 

  監 事  立候補による者及び地区会からの推薦により、総会で選任された１名以上３名 

       以内で構成し、理事の業務執行状況並びに本会の財産を監査する。（定款 第１ 

       ２～１４条） 



 

 

  会 長  本会を代表し、その会務を統括する。（定款 第１４条） 

  評議員会（会長諮問機関） 

       地区会推薦及び会長指名による評議員９名以上１１名以内で構成し、会務に関 

       する事項について、会長の諮問に応じて審議する。（定款 第２３条、評議員及 

       び評議員会に関する細則） 

  理事会（執行機関） 

       立候補及び地区会からの推薦により、総会で選任された理事９名以上１４名以 

       内で構成し、会務を執行する。（定款 第１２～１４条、第３５条、理事会の運 

       営に関する細則） 

  総務会（執行補助機関） 

       本会の日常業務を円滑に執行処理するために理事会の下に設けられた機関で、 

       専務理事及び会長が指名する若干名の理事で構成する。（定款 第１９条、総務 

       会規程） 

  委員会  常設及び臨時があり、２０１６年度は次の１２委員会を理事会の下に設置する。 

       （定款 第２０条、委員会規程） 

         常設 企画・広報委員会 

            機関誌「医学図書館」編集委員会 

            出版委員会 

            雑誌委員会 

            教育・研究委員会 

            医療・健康情報委員会 

            認定資格運営委員会 

            受託事業委員会 

            協会賞・奨励賞選考委員会 

            国際交流委員会 

            組織・制度委員会 

         臨時 総会組織委員会 

  部会（部会事務局） 

       構成員をもって構成し、本会の事業遂行のため特定主題についての活動を行う。 

       （定款 第２２条、部会に関する内規 第２条） 

  中央事務局 

       本会の事務を処理するために設けられた機関で、事務局長及びその他必要な職 

       員で構成する。（定款 第５７条、中央事務局規程） 

  地区会（地区会事務局） 

       構成員をもって構成し、全国に８地区会を置く。各地区会には事務局を置き、 

       本会の事業遂行に必要な地域的活動を行う。（定款 第２１条、地区会に関する 

       細則） 

  会 員  本会の会員は、正会員Ａ・Ｂ、正会員個人、協力会員及び維持会員（個人及び 

       団体）の５種。（定款 第６条） 

       ２０１６年８月１日現在の会員数は、次のとおりである。 

         正会員Ａ      ９９館 

         正会員Ｂ      ４５館 

         正会員個人    １０８名 



 

 

         協力会員       ２機関 

         維持会員（個人）   ２名 

（団体）  １７機関 


